
令和４年度第８回袖ケ浦市選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時   令和４年１２月１日（木） 

         午前１１時開会、午前１１時４５分閉会 

２ 開催場所   袖ケ浦市役所旧館２階会議室 

３ 出席者   ・委員  御園豊委員長、山口貴一職務代理 

             小尾明委員、岡田康正委員（欠席委員なし） 

        ・事務局 森事務局長、篠原副主幹 

４ 傍聴定員と傍聴人数 

         傍聴定員５人、傍聴人数なし 

５ 議題 

日程第１ 会議録署名人の指名について 

  小尾委員とする。 

日程第２ 議件 

議案第１号 選挙人名簿への登録者及び選挙人名簿からの抹消者 

        並びに選挙人名簿登録者数の確定について 

①  説明 

御園委員長）事務局に説明を求める。 

    篠原副主幹）内容は資料のとおりで、９月１日現在の選挙時登録者

数５４，００７人に対し、登録者が６０６人、抹消者が５５４人

で、今回登録者数は５２人増の５４，０５９人となっております。 

②意見、質疑、採択 

     意見質疑等なく、全員賛成により承認 

議案第２号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

   ①説明 

    御園委員長）事務局に説明を求める。 

    篠原副主幹）内容は資料のとおりで、この者については、 

平成３０年６月１日の選挙管理委員会において承認され、在外選挙



人名簿に登録されておりましたが、令和４年５月１７日に住民票が

国内の市区町村に新たに作成されたことから、公職選挙法第３０条

の１０第１項の規定により、その旨表示していました。 

今回は、この者が、住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載 

された日後４か月を経過するに至ったことから、公職選挙法第３０ 

条の１１第２項の規定により本日抹消するものです。 

②意見、質疑、採択 

     意見質疑等なく、全員賛成により承認 

 

議案第３号 袖ケ浦市議会議員及び袖ケ浦市長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する規程の一部を改正する告示の制定について 

   ①説明 

    御園委員長）事務局に説明を求める。 

   篠原副主幹）今回の議案については、９月１日に開催された第７回 

選挙管理委員会会議で協議させていただいた「袖ケ浦市議会議員及び 

袖ケ浦市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正」 

に関し、令和４年第６回袖ケ浦市議会、現在行われている議会に上程し、現

在審議中で、予定では、１２月１９日の議会最終日に条例が可決し、施行さ

れることから、それに併せ、その様式を定めている「袖ケ浦市議会議員及び

袖ケ浦市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程」の一部を改正

しようとするものです。 

再度の確認になりますが、今回の改正ですが、 

公職選挙法施行令の一部が改正され、選挙運動用自動車の使用等に関する 

公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、袖ケ浦市議会議員及び 

袖ケ浦市長の選挙における公費負担の限度額についても国政選挙の基準 

に準じて引き上げるため、関係する条例とその様式を定める規程の一部を 

改正しようとうするものです。 

改正内容ですが、選挙運動用自動車借入れ契約に関する１日当たりの 



公費負担額の上限額１５，８００円を１６，１００円に、自動車燃料代金 

の日額の上限額７，５６０円を７，７００円に改め、選挙運動用ビラについ 

ても１枚当たりの作成単価の上限額７円５１銭を７円７３銭に、選挙運動用 

ポスター作成費の１枚あたり単価の上限額５２５円６銭を５４１円３１銭 

に、ポスター作成企画費３１０，５００円を３１６，２５０円に改めようと 

するものです。 

今回の議案である規程の改正については、様式に記載されている字句の改 

正となります。様式第１０号では、レンタル方式の選挙運動用自動車の借り 

入れについて、様式第１４号、１５号では、ポスター作成企画費、選挙運動 

用ポスター作成費の１枚あたり単価に関する記載箇所があり、その部分を改 

めようとするものです。 

なお、この規程の施行については、条例の公布の日と同日と考えておりま 

す。     

説明は以上となります。 

 

②意見、質疑、採択 

     意見質疑等なく、全員賛成により承認 

 

その他 

・次回選挙管理委員会の予定について 

・千葉県議会議員一般選挙の日程について 

・袖ヶ浦高校での模擬投票について 

・令和４年１１月議会一般質問について 


